
新中間処理施設建設予定地

事前⼯事の実施内容（7）

【令和3年10⽉27⽇(⽔)〜12⽉11⽇(⾦)】
・新施設の煙突として利⽤するために、煙突の内筒を更新します。（２回⽬）

【継続⼯事】
・新施設建設⼯事期間中の仮設計量棟を設置します。

■令和3年10⽉27⽇(⽔)〜12⽉11⽇(⾦)

・新施設の煙突として利⽤するために、
煙突の筒を1本ずつ更新します。
・運転に合せ、2回に分けて実施します。

■〜令和4年2⽉28⽇(予定)
・事前⼯事⽤仮設ハウス

●

■〜令和3年11⽉27⽇(⼟)

・新施設建設⼯事期間中の仮設計量棟を
設置します。


